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（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 代表理事以外の理事のうち２名以内を副代表理事とする。 

 

（役員の選任） 

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す

る。 

３ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族（そ

の他当該理事と政令で定める特別の関係があるものを含む。）である理事

の合計数が理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様

とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務

を執行し、理事会の指名に基づき担当する委員会又は事務局を統括管理

する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、

その業務を執行する。 

３ 副代表理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務

を分担執行する。 

４ 代表理事及び副代表理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以

上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第24条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人

の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第25条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結の時までとする。 




